
  

各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第1節  医療保険制度の現状と動向
1  医療保険の一般概況

(1)  医療保険制度の概要

わが国の医療保険制度は,被用者を対象とする制度としては,一般被用者を対象とする健康保険制度(政府が
管掌する政府管掌健康保険と企業ごとにまたは企業がより集まつて組織する健康保険組合が管掌する組
合管掌健康保険から成つている。),船員を対象とする船員保険制度,日雇労働者を対象とする日雇労働者健
康保険制度,公務員およびこれに準ずる者を対象とする国家公務員共済組合,地方公務員等共済組合,公共企
業体職員等共済組合および私立学校教職員共済組合の各種共済組合制度があり,一般地域住民を対象とす
る制度としては,国民健康保険制度があり,すべての国民が何らかの保険制度の対象となる国民皆保険の体
制が整つている。

それぞれの制度の対象者数は第1-5-1表にみるとおりであるが,一般被用者を対象とする健康保険制度が最
も多くの対象者を有しており,ついで一般地域住民を対象とする国民健康保険制度となつている。

第1-5-1表 各種医療保険制度適用人員一覧表
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(2)  医療保険の抜本改正

44年8月,政府は永年の懸案であつた医療保険の抜本改正について,社会保険審議会および社会保障制度審
議会に対して諮問を行ない,爾来両審議会においてその検討が続けられてきた。両審議会は,医療保険制度
の抜本改正の論議にあたつては,その基盤をなす健康管理制度,医療制度,薬事制度等について検討すること
が不可欠であるとして,医療保険制度に関する議論に先だつて,これら制度の検討に入り,社会保険審議会
は,45年10月31日「医療保険の前提問題(関連諸制度)に関する意見書」を提出した。その後両審議会は審
議を続けたが,抜本改正の問題はきわめて広範多岐にわたるという事情もあるため,45年末の予算編成時に
至つても,両審議会の答申は出ないままであつた。

一方,抜本改正については,44年の健康保険法の一部改正に際して,二年後には抜本改正に着手すべき旨を明
らかにした経緯もあり,また,政府管掌健康保険の財政状況は悪化の一途をたどり,放置することは許されな
い状況となつたので,政府は,審議会の答申を待たず,46年度から抜本改正に着手することとし,予算編成の
段階において案を固めて,46年1月4日両審議会に諮問,2月17日答申を得て健康保険法等一部改正法案を国
会に提出した。

法案の内容は,つぎのとおりである。

ア 退職者継続医療給付制度の創設

健康保険に15年以上加入していた者が,55歳以後退職した場合は,退職後少なくとも5年間は従前の健
康保険に引き続き加入しうるものとし,退職前と同様10割の療養の給付を受けうるものとする。 

イ 70歳以上の被扶養者の給付割合を現行の5割から7割に引き上げる。

ウ 被保険者本人について,再診を受ける際に100円の一部負担金を6か月間支払うこととするほか,入
院時一部負担金を現行1か月1日当たり60円から6か月1日当たり150円に改める。 

エ 標準報酬制度の合理化

標準報酬の区分を最近における給与の実態に即して改めるとともに,前年に支給された賞与の一部を
報酬月額に加えて標準報酬を決定することとする。 

オ 社会保険庁長官は,47年度以降,政府管掌健康保険事業に要する費用に過不足を生じたときは,社会
保険審議会の意見を聞いて,1,000分の80を限度として,保険料率を弾力的に調整できることとする。 

カ 政府管掌健康保険に対し,新たに,定率制の国庫補助を法律上導入することとする。

キ 船員保険法についても,健康保険法に準じた改正を行なう。

ク 政府管掌健康保険における累積赤字を46年度限り棚上げし,これを一般会計からの繰り入れによ
つて補てんする方途を講ずるとともに新規の借入を限定する等の措置を講ずることとする。 

法案は,2月17日国会に提出されたが,統一地方選挙が会期中に行なわれたこと,会期後に参議院議員選挙を
控えていたこと等により,実質的に審議期間が短かかつたこともあつて,3月19日衆議院本会議において趣
旨説明を行なつた後,社会労働委員会に付託されたものの,5月24日国会終了とともに,審議未了となつた。

両審議会は,その後,抜本改正に関する審議を再開し,9月ないし10月に答申することを目途に審議を続けて
いる。

この間,後述のごとく,健康保険法の抜本改正近代化が遅れていること等を理由として,7月1日から1か月に
わたつて,保険医辞退が行なわれた。この保険医辞退問題が,厚生大臣と日本医師会長との3回の会談と,総
理大臣,厚生大臣および日本医師会長の会談によつて終了した際の了解事項において,所要の法案を次期通
常国会に提出することとされたので,今後,抜本改正は両審議会の答申を基に急速な展開をみせることとな
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ろう。 

(3)  医療保険の財政状況

政府管掌健康保険や船員保険などの各種保険の財政状況は,つぎのとおりである。

政府管掌健康保険の40年度から45年度までの財政状況は,第1-5-2表のとおりであり,42年度以降は,「健康
保険法及び船員保険法の臨時特例に関する法律」(以下「健保特例法」という。)の影響もあつて赤字額も
42年度58億円,43年度24億円,44年度56億円と減少し,収支の状況は小康状態を保つていたが,45年度におい
ては,45年2月および7月に診療報酬の引き上げが行なわれたことから単年度で,383億円の赤字が生じ,同年
度末における累積赤字は,実に1,786億円にも達することとなつた。

第1-5-2表 政府管掌健康保険財政状況

船員保険においては,41年度に3億9,000万円であつた単年度赤字は,42年度に4億9,000万円の黒字に転じ,
以後財政状況は良好で,45年度末における黒字の額は,19億円となつている。

組合管掌健康保険の財政状況は第1-5-3表のとおりであり,各種医療保険の中では比較的財政状況は良好で
ある。

第1-5-3表 健康保険組合における赤字組合数および赤字額の推移

日雇労働者健康保険においては,45年5月31日限りで日雇労働者健康保険擬制適用の取り扱いが廃止され
たところであるが,その収支は依然として均衡せず,45年度においては単年度で220億円の赤字が生じ,同年
度末における累積赤字は単年度収入の倍を上回る1,169億円にも達することとなつた。

国民健康保険においては,政府が毎年度巨額の国庫負担を行ない財政基盤の強化に努めており,一方,保険者
側の保険料の引き上げや収納率の向上により財政状況は相当好転したが,医療費が増加傾向にあるため今
後ともその財政は予断を許さないものがある。国民健康保険の44年度の決算収支は3,298の市町村保険者
のうち170が赤字保険者である。また医師,弁護士等同種同業のものをもつて組織されている国民健康保
険組合の44年度の財政状況は156組合のうち3組合が赤字となつている。 
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(4)  保険医療費の動き

医療費は被保険者数の要素を除くと受診率,1件当たり日数および1日当たり診療費の3要素に分解するこ
とができる。これを政府管掌健康保険の被保険者,被扶養者および国民健康保険の被保険者(以下,本項では
それぞれ「本人」,「家族」および「国保」と略称する。)についてみる。 

ア  受診率

1人当たりの受診件数(ここで,「件数」というのは,医療機関での受診回数といつた常識的意味でなく同一
医療機関において同一月内に1回以上受診の事実があれば1件と算定する。)について,近年における推移を
みると,第1-5-1図のように漸増傾向を示してきた。

第1-5-1図 1人当たり受診件数

イ  受診日数

1件当たり受診日数は,第1-5-2図に示すとおり全般的に減少傾向にある。44年度においては43年度に比べ
本人は2.3%,家族1.4%の減を示しているが,国保はほぼ前年と同様の傾向にある。

45年度においては,本人は3.2%,家族は3.1%の減を示している。

ウ  1日当たり診療費

1日当たり診療費は第1-5-3図のように伸びを示し,44年度について対前年度の伸び率をみると,本人13.8%,
家族10.7%,国保12.1%となつている。

さらに45年度における対前年度の伸び率は,本人19.5%,家族18.5%と急上昇している。

(4)  保険医辞退

中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)は,診療報酬体系の適正化について検討してきたが,昨
年12月,その一還として薬価基準の適正化のために,医薬品の添付の廃止を決定した。また本年1月には,薬
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価調査を2月に実施することを決めた。

この検討の過程で日本医師会推せん委員から,物価,人件費の値上がりに伴う診療報酬のスライド制の導入
が提案されたが,この問題については,診療報酬体系の適正化を検討していく中であわせて検討することと
し,その審議の素材となるものを公益委員側から提出することとなつた。

第1-5-2図 1件当たり受診日数

第1-5-3図 1日当たり診療費

2月18日に開催された中医協において審議の素材として,公益委員から「診療報酬体系の適正化について
(審議用メモ)」が提出された。その後,日本医師会は,審議用メモは審議に値しないものであるとして,包括
的な抵抗体制をとることを指示した。これに端を発した今回の保険医辞退から収拾までの経緯は,概略,つ
ぎのとおりである。
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2月26日日本医師会および日本歯科医師会推せんの厚生省関係各審議会の委員の辞表が提出された。

5月31日医師について都道府県知事に保険医の辞退届が提出された。その理由は,

ア 健康保険法の抜本改正近代化が著しく遅延していること。

イ 診療報酬が政府管掌健康保険の財政を基準にして決定されることの不合理。

ウ 経済成長による物価人件費の上昇を無視して医療機関に著しい損害を与えたこと。

エ 診療報酬は医療の特性に対応して体系化されるものであるが,中医協メモはまつたく医療の本質
無視である。

オ 今回の健康保険法改正案は反社会保障的であり,福祉国家を志向する政府の施策としては了解で
きない。

であつた。

6月28日歯科医師について都道府県知事に保険医の辞退届が提出された。

その理由は,

ア 物価・人件費に対応するスライド制の確立

イ 技術を尊重した差額徴収の拡大

ウ 診療報酬の30%即時引き上げ(歯科補綴料の大幅引き上げ)

エ 医療保険制度の抜本改正(期限の確約)

オ 各種医療保険関係の審議会を解消して総合的審議会を内閣に置く

カ 幼少年歯科医療対策の確立

であつた。

7月1日5月31日提出された保険医辞退届の効力が発生し,保険医辞退に突入した。

その後,7月5日に斎藤厚生大臣が就任し,中央における話し合いが行なわれることとなり,数回にわたる厚生
大臣と日本医師会長との会談を経て,7月28日の総理大臣,厚生大臣と日本医師会長との会談の結果,つぎの
項目について了解に達し,保険医辞退は7月末日をもつて収拾されることとなつた。

なお,歯科医師については,7月29日の厚生大臣と日本歯科医師会長との会談の結果,同様の了解に達し,8月1
日からの保険医辞退は回避されることとなつた。

厚生大臣と日本医師会長との了解事項

ア 厚生行政が医療の本質をじゆうぶんとらえていなかつたという不満が今回の総辞退の原因となつ
たことを認識し,今後この点をじゆうぶん念頭において厚生行政を推進して行く。 

イ かねて懸案であつた医療保険制度の抜本改正については,医療を受ける国民の立場に立ち早急に
検討を加え,所要の法案をつぎの通常国会に提出する。 

ウ わが国における社会経済の変化に対応した国民の健康管理体制,医療の供給体制などの基本的な
事項を計画的に実施しうるよう医療基本法のような法律の制定を考慮する。 

エ 診療報酬を物価,人件費にスライドしていくことについては,厚生大臣としてもこの実現に努力す
る。
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オ 上記実施についての了解細目

(ア) 国民の連帯意識の高揚

(イ) 生存期間の一貫保障

(ウ) 労務管理と社会保障の分離

(エ) 負担と給付の公平

(オ) 低所得層の有病率の高いことの考慮

(カ) 医療従事者の質的向上

(キ) 大学研究費の公費負担

(ク) 保険請求事務の簡素化

厚生大臣と日本歯科医師会長との了解事項(46年7月29日)

厚生大臣と日本医師会長との了解事項(8項目を含む)は,日本歯科医師会についても同様に適用するものと
する。

なお,歯科医療の特性にかんがみ,

ア 診療報酬の改訂については,その特性を十分尊重し,できる限り努力するものとする。

イ 幼少年歯科医療対策については,今後の国民保障の見地から重要な項目と考えて対処するものと
する。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare
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各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第1節  医療保険制度の現状と動向
2  診療報酬問題

(1)  診療報酬点数表

医療保険制度における診療報酬は,厚生大臣が「中医協」に諮問のうえ決定し,具体的には,「健康保険法の
規定による療養に要する費用の額の算定方法」(厚生省告示,以下,「点数表」という。)に定められたとこ
ろに従い算定される。点数表には,一般医科の保険医療機関が選択する甲表,乙表および歯科点数表ならび
に調剤報酬算定表の4表が定められている。点数表の各表には,個別の医療行為ごとに点数により評価され
た数百の項目があり,これに一点単価(現行10円)を乗じて診療報酬を算定するしくみとなつている。 

(2)  診療報酬改正の経過

診療報酬の改正は,30年以降においては,33年10月(総医療費の8.5%増),36年7月(同12.5%増),同年12月(同
2.3%増),38年9月(地域差撤廃に伴うもの,総医療費の3.7%増),40年1月(総医療費の9.5%増),同年11月(薬価
基準改正に伴うふりかえ,総医療費の約3%),42年12月(医科医療費の7.68%,歯科医療費の12.65%増)および
45年2月(医科医療費の8.77%,同年7月1日からはさらに0.97%の9.74%増,歯科医療費の9.73%)の8回にわ
たつて行なわれ,今日に至つている。 

(3)  薬価基準の改正

社会保険における診療報酬および調剤報酬は,前記の点数表の各表により算定されるが,このうち,投薬,注
射等に使用する薬剤の価格については別に厚生大臣が定めることとしている。これが「使用薬剤の購入
価格(薬価基準)」である。

前回の薬価基準の全面改正は,44年10月実施の薬価調査の結果に基づいて45年8月に実施され,今日に至つ
ている。現行の薬価基準の収載品目数は7,684品目(内用薬3,766品目,注射薬2,774品目,外用薬927品目,歯
科用薬剤217品目)となつている。

その後,46年2月薬価調査が実施され,現在その結果を集計中である。
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各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
1  国民健康保険

国民健康保険は,市町村営を原則とし,おおむね被用者以外の一般国民を被保険者とする医療保険制度であ
り,被保険者の疾病,負傷,出産および死亡に関し,必要な給付を行なうものである。 

(1)  保険者および被保険者

46年3月31日現在における保険者,被保険者および被保険者の属する世帯の数は,第1-5-4表 のとおりであ
る。全国の市町村のうち,国民健康保険を実施していないのは,離島であるため医療の確保が困難な状況に
ある鹿児島県大島郡の2村のみである。

第1-5-4表 国民健康保険の保険者数・被保険者数および世帯数(46年3月末現在)

最近数年間の動向をみると,保険者数については市町村合併の実施により,被保険者数については就業構造
等の変化などに伴う被用者保険への移動により,いずれも年々減少を続けているが,世帯数については,いわ
ゆる核家族化を反映してやや増加の傾向にある。

なお,国民健康保険組合については,市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさない限りにおいてそ
の設立が認められることとなつているため,39年以降は新規の設立はみられなかつたが,45年5月31日かぎ
りで日雇労働者健康保険のいわゆる「擬制適用」の取り扱いが廃止されたことに伴つて38組合が新たに
設立され,また,これに伴い,昨年度末に比べて,被保険者数も増加している。

被保険者を年齢階層別にみると第1-5-4図のとおりであり,老齢者に対する適用率の高いことが国民健康保
険の特徴の1つとなつている。

第1-5-4図 年齢3階級別人員構造

厚生白書（昭和46年版）



つぎに,44年度の保険料(税)(保険料によることが原則であるが,保険者が市町村である場合は地方税法の規
定による国民健康保険税を賦課することができる。)の賦課の対象となつた被保険者世帯の所得の状況
は第1-5-5表のとおりであり,年間所得が50万円未満の世帯が60%も占めている。また全世帯の年間平均所
得は年々上昇しているが,45年で60万円に過ぎない状態にある。

第1-5-5表 国民健康保険の被保険者世帯の所得階層別世帯分布

(2)  保険給付

国民健康保険における保険給付には,法定給付として療養の給付,助産費の支給および葬祭費の支給が,任意
給付として傷病手当金,育児手当金などがある。

療養の給付については,すべての保険者において世帯主,世帯員ともに7割給付となつているが,保険者によ
つては,その財政状況などを勘案しつつ,法定の7割をこえた給付を行なつているところもあり,また,老人,乳
幼児など特定の者に対する給付割合の引き上げを実施しているところもある。

診療費の状況の推移は第1-5-6表のとおりであり,給付改善,医学医術の進歩等を反映して,被保険者1,000人
当たり診療件数,診療1日当たり費用額,被保険者1人当たり診療費とも年々増加している。

第1-5-6表 国民健康保険診療費の状況
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そのうち,被保険者1人当たり診療費はここ数年度20%前後の高い伸び率を示しているが,44年度において
は,対前年度比15.8%とややその伸びは鈍化した。

療養の給付以外の給付については,助産費および葬祭費の支給は,財政的に余裕がないなどの特別の理由が
ある場合を除いてすべての保険者が行なうよう義務づけられているが,45年4月1日現在,助産費の支給はす
べての保険者が行ない,葬祭費の支給は,7保険者を除いてすべての保険者が行なつている。なお,助産費の
支給については,44年度から3か年で全保険者について支給額を1万円に引き上げることとしており,本年は
その最終年次である。任意給付である育児手当金は,1,817保険者が支給しており,傷病手当金は若干の保
険者が支給している。 

(3)  保健施設

国民健康保険の保険者の保険施設活動のうちで現在最も広く行なわれているものには,いわゆる直営診療
施設の設置経営と保健婦による保健サービスがある。

直営診療施設は,無医地区または医療施設の不足している,へき地,離島等の地域において,医療の普及を図
るため保険者が設置する診療施設であり,その数は45年4月1日現在で1,847(うち病院461)であるが,へき地
における医師確保が困難なことが一方にあり,他方において道路交通網の発達,代替医療施設の整備等が推
進されていることもあつて,その数は年々減少しつつある。

国民健康保険の保健婦は,被保険者の健康の保持増進,疾病の予防などの業務に従事しており,特に医療施設
の乏しい地域においては,地域住民の保健衛生のにない手として重要な役割を果たしている。45年度末の
保健婦数は5,446人で,これを置いている保険者は2,392人である。 

(4)  保険財政

国民健康保険事業の財源は,保険料(税),国庫支出金,都道府県支出金,市町村一般会計からの繰入金等であ
り,その支出は,総務費,医療給付費,その他の給付費,保健施設費等である。

44年度における収入支出の状況は,第1-5-7表のとおりである。収入面においては,国庫支出金の占める比
率が高く約57%となつており保険料(税)が約35%でこれにつぎ,支出面においては,療養諸費がほとんどで,
約89%という高い比率を占めている。

第1-5-7表 国民健康保険決算状況
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ア  概況

国民健康保険収支状況の推移は,第1-5-8表のとおりであり,国民健康保険財政は,40年度以降,おおむね健全
性を維持しながら推移している。41年度,42年度は,医療費支出が予想を上回つて増大したことなどのため
に赤字保険者数が若干増加し,43年度は,赤字保険者数が前年度より減少しているものの,赤字額はやや増加
している。44年度は,赤字保険者数173で前年度より262保険者数が減少している。なお,実質収支の面か
らみると221で,前年度より81保険者の減少にとどまつており,その赤字額は49億円で,前年度より4億円の
減少となつている。

第1-5-8表 国民健康保険収支状況の推移

厚生白書（昭和46年版）



イ  保険料(税)

保険料(税)は,給付の改善や医療内容の向上等により医療費支出が急上昇しているため,年々引き上げられ
ている。

44年度の保険料(税)の全国平均の額は,被保険者1人当たり4,364円,1世帯当たり1万4,834円となつており,
対前年度伸び率はそれぞれ18.6%,16.0%である。

なお,38年度から低所得者に対し保険料(税)の減額措置を行なつているが,46年度においては,前年度所得が
14万円以下の世帯または14万円に被保険者(世帯主を除く。)1人につき8万円を加算した額以下の世帯を
対象として,保険者応益割(保険料のうち,被保険者1人当たりおよび1世帯当たり定額で算定される部分)に
ついてそれぞれ6割または4割を減額することとした。45年度の対象世帯は約288万世帯(全世帯の約
24.0%)で,この措置による保険料(税)の減収分として国が市町村に補てんした額は約79億8,000万円となつ
ている。 

ウ  国庫負担金および補助金

国民健康保険においては,被用者保険と異なり事業主負担がないこと,被保険者に低所得者が多く保険料
(税)負担に乏しいことなどの事情を考慮するとともに,医療保障に対する国の責任を明らかにするために,
従来から,大幅な国庫負担,補助が行なわれている。

現在,国は,被保険者の療養の給付に要した費用の4割を定率で負担するほか,5分相当額を調整交付金として
交付しており,他の国民健康保険関係の補助金とあわせ,45年度の国庫負担,補助の予算総額は約3,656億円
という巨額に達している。この額は,44年度約3,034億円に対し,約20.5%の伸びとなつている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare
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各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
2  健康保険

健康保険は,被保険者の業務外の事由による疾病,負傷,死亡または分娩について保険給付を行ない,あわせ
てその被扶養者のこれらの保険事故について保険給付を行なう制度であり,政府管掌健康保険と組合管掌
健康保険の2本立てで運営されている。

政府管掌健康保険は,政府が保険者となつて運営するものであり,健康保険の被保険者となつている者のう
ち健康保険組合の組合員でない者を一括してその被保険者としている。また,組合管掌健康保険は,厚生大
臣の認可を受けて職域単位に設立された各健康保険組合が保険者となつて運営するものであり,それぞれ
の事業所の従業員をその被保険者としている。 

(1)  政府管掌健康保険

  

近年における政府管掌健康保険の事業所の推移は第1-5-5図に示すとおり毎年約2万5,000前後の事業所が
増加しており,45年度末の事業所数は66万となつている。

第1-5-5図 政府管掌健康保険適用事業所数

被保険者数の動きは第1-5-6図に示すような増加傾向にあり,45年度末の被保険者数は,1,318万人に達
し,40年度の被保険者数と比較すると,この5年間に12.6%増加している。これを対前年度増加率でみる
と,41年度4.3%,42年度2.7%,43年度2.6%,44年度2.3%,45年度0.2%である。また,1事業所当たりの被保険
者数は,40年度末には21.8人であつたものが,その後やや減少し,45年度末には20.0人となつている。被扶養
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数者は,40年度から5年間で6.7%の増加をみ,45年度末で1,284万人となつている。被保険者1人当たりの被
扶養者数をみると,40年度末で1.03人であつたのが,45年度末には0.97人となつている。

第1-5-6図 政府管掌健康保険の被保険者数と被扶養者数

イ  標準報酬

健康保険では,保険料の額および傷病手当金等の現金給付の額は,当該被保険者の標準報酬を基礎として算
定される。このような標準報酬制度とは,保険料の徴収および現金給付に関する事務上の便宜を図るため,
被保険者の受ける報酬について段階を設け,各被保険者の受ける報酬をそれぞれの定額に標準化したもの
である。

平均標準報酬月額は,労働者の平均賃金の動きを反映するが,近年における動きは第1-5-7図に示すとおり
毎年度平均して5,000円前後の増加を示しており,過去5年間の伸びは1.9倍となつている。特に45年度末で
は,4万9,960円と前年度に比べ6,000円を上回る増加を示している。

第1-5-7図 政府管掌健康保険の平均標準報酬月額の推移
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ウ  保険給付

保険給付には,被保険者本人に対するものとして療養の給付,療養費,傷病手当金,出産手当金,分娩費,育児手
当金および埋葬料(または埋葬費)の支給があり,被扶養者に対するものとしては,家族療養費,配偶者分娩費,
配偶者育児手当金および家族埋葬料の支給がある。まず,保険給付費の動きをみると40年度では2,715億円
であつたがその後毎年度平均600億円程度増加し,45年度においては,5,862億円となり,40年度の2.2倍とな
つている。これを1人当たりでみると40年度では2万3,197円であつたが,その後毎年度平均約4,200円増加
し,45年度には4万4,066円となり40年度の1.9倍となつている。

ところで,保険給付費を構成する各給付の金額の面からみると,療養の給付と家族療養費が大部分を占めて
おり,これにつぐものが傷病手当金となつている。 

(ア)  療養の給付および家族療養費

療養の給付は,被保険者に対して,病院,診療所において診察,手術,薬剤の支給,入院,看護などを行なうもので
あり,家族療養費の支給は,被扶養者に対してこれらの給付を行なうものである。

療養の給付費は,40年度の2,017億円が,45年度には4,380億円と5年間にほぼ2.2倍になつており,家族療養
費についても40年度414億円が45年度には948億円とほぼ2.3倍の増加を示している。この間被保険者数
は12.6%,被扶養者数は6.7%増加しているが療養費の増加はこれを大きく上回つているわけである。この
内容をみてみると第1-5-9表のとおりであり,療養の給付費の増加には1日当たり金額の大幅な増加が大き
な原因となつている。

第1-5-9表 政府管掌健康保険の医療給付の状況
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(イ)  傷病手当金

傷病手当金は,被保険者が療養のため働けない場合で賃金がもらえないときに,4日目から労務不能の期間
中,6か月(結核性疾患の場合は1年6か月)を限度として,1日につき標準報酬日額の6割を支給し,その間の生
活の安定に資することを目的とするものである。

傷病手当金の支給総額は,40年度208億円から45年度には363億円と1.7倍に増加している。過去5年間にお
ける被保険者1人当たり支給額の増加傾向は第1-5-10表に示すとおり,かなり著しいが,これは賃金上昇に
よる平均標準報酬月額の伸びによるものであるといえよう。

第1-5-10表 政府管掌健康保険傷病手当金給付の状況

(ウ)  その他の給付

傷病手当金以外の現金給付費の動きをみると出産手当金は40年度に23億円であつたが,45年度には49億円
と2.1倍の増加をみせている。

エ  保健施設

健康保険では,被保険者または被扶養者の健康の保持増進,あるいは疾病予防をはかるため,病院および診療
所の設置,保養所の運営,健康相談などの事業を行なつている。 

オ  保険料

41年4月以来65/1,000であつた政府管掌健康保険の保険料率は,42年8月から44年8月までの間,健保特例法
によつて暫定的70/1,000とされたが,44年の健康保険法等の一部改正により,健保特例法の失効とともに本
法の保険料率が改正され,44年9月以後も引き続き70/1,000と定められている。

保険料額は保険料率を前述の標準報酬月額に乗じて算定され,この保険料額は事業主と被保険者とが折半

厚生白書（昭和46年版）



して負担することになつている。保険料の収納状況をみると収納率は40年度,95.7%であつたのに対し,45
年度は98.8%と大きく上昇し,戦後最高の成績を収めている。 

カ  保険財政

近年における政府管掌健康保険の収支状況は第1-5-11表に示すとおりである。財政収支の不均衡は45年
度においても解消せず,国庫補助225億円の導入を行なつてもなお単年度383億円の赤字が生じ,累積赤字は
実に1,786億円に達している。

第1-5-11表 政府管掌健康保険財政状況

(2)  組合管掌健康保険組合

ア  健康保険組合数

近年における健康保険組合の設立数は,44年度には48,45年度には58と増加し,45年度末では,1,461組合と
なつている。1組合当たり平均被保険者数は,45年度末において約6,600名となつているが,1,000人から
3,000人の組合数が全体の約53%を占め,最も多い。 

イ  適用状況

組合を設立している事業所数は第1-5-8図のとおり年々増加し,45年度末で約9万4,000となつている。

第1-5-8図 組合管掌健康保険の事業所数
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被保険者数も第1-5-9図にあるとおり事業所の増加に伴い毎年伸びている。

第1-5-9図 組合管掌健康保険の被保険者数と被扶養者数
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つぎに,被扶養者についてみると,40年度以降,漸増の傾向にあるが,被保険者数の増加率に比しやや下回つ
ている。したがつて,被保険者1人当たり被扶養者数は年々減少の傾向にあり,45年度末においては1.19人
となつている。 

ウ  標準報酬月額

平均標準報酬月額は,第1-5-10図のとおり,40年度までは毎年7～10%の上昇率を示していたが,41年度末で
は41年4月の法律改正により標準報酬月額の上限が5万2,000円から10万4,000円に引き上げられたことに
より前年度対比で20%の上昇をみたが,42年度以降は10～13%の上昇率となつている。

第1-5-10図 組合管掌健康保険の平均標準報酬月額の推移
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エ  保険給付

組合管掌健康保険では,政府管掌健康保険とまつたく同様な保険給付を行なうほか,これに合わせて規約に
定めるところにより,付加給付を行なうことができることになつている。

以下,保険給付のうち,療養の給付,家族療養費および傷病手当金などについて,最近の状況をみることにす
る。

(ア)  療養の給付および家族療養費

被保険者の療養給付費は,40年度の974億円が44年度には1,784億円と4年間に約1.8倍になつており,家族療
養費についても,同じく368億円から714億円と約1.9倍の増加を示している。この間の被保険者数および
被扶養者数ともに約1.2倍に増加しているにすぎないから,医療費の増加がきわめて顕著であることがわか
る。

この内容を分析してみると,第1-5-12表のとおりであり,受診率は,被保険者については若干の動きがみられ
るが,被扶養者については漸増しており,診療1件当たり日数は,被保険者および被扶養者ともに漸減の傾向
にあり,診療1日当たり金額は急増となつていて,医療費の増加の原因が診療1日当たり金額の伸びによるも
のであることがわかる。

第1-5-12表 組合管掌健康保険の医療給付の状況
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(イ)  傷病手当金

傷病手当金の支給額は,40年度の92億円から44年度の150億円と約63%増加しているが,その間被保険者数
が約24%増加したことと平均標準報酬月額が約66%増加したことを考慮に入れると,相対的に減少してい
ることになる。その内容をさらに分析したものが第1-5-13表であるが,件数および日数が減少の傾向にあ
るのに対して,金額は年々増加している。これは傷病手当金の額が報酬に比例しているため,賃金上昇に伴
つて,増加したものと考えられる。

第1-5-13表 組合管掌健康保険傷病手当金給付状況

(ウ)  付加給付
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組合管掌健康保険の保険給付における特色は,各組合において付加給付が行なわれる点にある。その実施
状況は, 第1-5-14表のとおりであつて,ほとんどの組合がこれを行なつている。

第1-5-14表 種類別付加給付実施健康保険組合数

付加給付の種類は多岐にわたつているが,最も多く行なわれているものは被扶養者に対する家族療養費(法
定5割給付)に加えて支給される家族療養付加金で,これによつて,組合における医療給付水準はかなり高め
られている。

付加給付に要する費用は,45年度においては,総額472億円,被保険者1人当たり,4,929円であり,法定給付に
対する割合は14.2%となつている。 

オ  保健施設

組合管掌健康保険の保健施設は,組合の設立母体企業における労働条件等の実情に適応した効果的な事業
を行なうことが,大きな特色となつている。

この保健施設事業は,近年,傷病の治療から予防への動きが活発となり,各種検診等健康管理が重視されつつ
ある。

保健施設費は,45年度において総額308億円,被保険者1人当たり3,220円であり,支出総額の約6.6%を占め
ている。

カ  保険料

組合管掌健康保険における保険料率は標準報酬月額の30/1,000から80/1,000の範囲内で各組合ごとに決
定される。

また,その負担割合も,事業主が保険料額の1/2以上を負担することができ,現実に事業主の負担割合が被保
険者のそれをこえている組合が多い。

組合管掌健康保険の平均保険料率の推移は第1-5-15表のとおりであり,近年における保険財政の悪化を反
映して年々引き上げが行なわれている。

第1-5-15表 組合管掌健康保険平均保険料率および負担割合の推移
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つぎに,保険料の負担割合については,45年度末で事業主58.1%,被保険者41.9%となつている。

また,保険料率別の組合数をみると,45年度末において70/1,000の料率をとつている組合が最も多く全体の
28.3%を占め,また,最高料率の80/1,000に達しているものは約9.8%となつている。ちなみに45年度末で保
険料率70/1,000以上となつている組合数は850組合であり,全体の58.1%を占めている。 

キ  保険財政

健康保険組合の財政は,事務費については予算の範囲内で国庫が負担し,保険給付費,保険施設費等について
は,保険料でまかなうたてまえになつている。

ただし,一部の財政基盤の弱い組合に対しては,33年度から若干の国庫補助が行なわれている。

組合の財政収支は第1-5-16表のとおり,全体として健全な歩みを示しているが,石炭産業関係の組合のよう
に財政力の弱い組合もあり,医療給付費の急激な増加による支出の伸びが収入のそれを上回る傾向がみら
れる。

第1-5-16表 組合管掌健康保険収支状況
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各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
3  日雇労働者健康保険

日雇労働者健康保険は,日雇労働者である被保険者の業務外の事由による疾病,負傷,死亡および分娩ならび
に被扶養者のこれらの事故に対し給付を行なう制度であり,政府がこれを管掌している。

この制度は28年に発足したが,発足から2年を経た31年当時から,すでにその財政は収支の均衡を欠き,特に
ここ数年来の財政状況はきわめて悪化しており,大幅な赤字が生ずるに至つている。 

ア  適用状況

日雇労働者健康保険の適用事業所数および被保険者数(有効被保険者手帳所持者数)の最近6年間における
推移は, 第1-5-11図のとおりで,適用事業所数では44年度まではほぼ横ばい状態であつたが,45年度末では
44年度末に比べ約5,000事業所の減少を示し,被保険者数では,41年度以降漸増傾向にあつたが,45年5月31
日限りで擬制適用が廃止され,これらの人々が国民健康保険に移行したため,44年度末に比べ45年度末では
約46万6,000人の減少を示している。

第1-5-11図 日雇労働者健康保険の適用事業所数および被保険者数(有効被保険者手帳所持者数)

イ  保険給付
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45年度の保険給付費は約420億円(44年度418億円)であるが,これを被保険者1人当たりでみると,4万4,643
円(44年度3万8,511円)で前年度に比べ15.9%の増,40年度に比べると2.04倍となつている。これを医療給
付とその他の給付に分けてみると,45年度における被保険者1人当たりの医療給付費は4万4,065円,その他
の給付費は578円となつており,40年度に比べると医療給付費は約2.07倍となつており,その他の給付費は
横ばいとなつている。

このことからも明らかなように医療給付費の顕著なのびが保険給付費増加の主たる要因となつている。

この医療給付費の増加の要因は,受診率の増加と診療1日当たり金額の増加によるが,その数値の最近6年間
における推移は 第1-5-17表のとおりである。

第1-5-17表 日雇労働者健康保険医療給付状況

なお,その他の給付費のなかでは傷病手当金が最も多いが,傷病手当金の1件当たり支給金額,1日当たり支給
金額についてみると, 第1-5-18表のとおり漸増傾向を示している。

第1-5-18表 日雇労働者健康保険傷病手当金給付状況
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ウ  保健施設

被保険者および被扶養者の疾病の早期発見・早期治療を目的として巡回診療車9台が主要都市に配置され
活動している。

エ  保険料

日雇労働者健康保険の保険料額は,2階級の定額制で,被保険者の賃金日額によつて2等級に区分されており,
賃金日額が480円以上の場合は第1級として1日につき26円,480円未満の場合は第2級として1日につき20
円である。

保険料は事業主と被保険者とが折半負担する。

なお,最近6年間における被保険者の平均賃金日額の推移は第1-5-12図のとおりである。

第1-5-12図 日雇労働者健康保険の平均賃金日額

オ  保険財政

日雇労働者健康保険の財政は,制度発足当初の29,30年度においては,収支の均衡を保つことができたが,そ
の後は収支の均衡を失つており,年々急追の一途をたどつている。最近6年間における収支の状況は第1-5-
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19表のとおりであるが,45年度においては,単年度で220億円の赤字を生じたので同年度末では実に1,169
億円の累積赤字を残すに至つている。

第1-5-19表 日雇健康勘定財政状況

この額は45年度の保険料収入の約23年分に匹敵するものであり,このまま推移するとすれば制度の存立自
体が問題になるほどの深刻な財政危機に直面している。

このような収支の不均衡の要因としては,医療給付費の著しい増加が原因していると同時に,保険料が賃金
日額480円を基準とする2階級の定額制であり,その額も昭和36年以降すえ置かれているため,被保険者の賃
金の実態が保険料収入に反映されず,そのため保険給付費の伸びに見合う収入の伸びが期待できないとい
う制度上の問題点をあげることができよう。
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各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
4  船員保険

ア  適用状況

船員保険の適用状況は,45年度末において船舶所有者が1万1,226人被保険者が26万2,188人である。被保
険者数は,年々若干増加しており,被保険者のうち約56%が,汽船および機帆船に乗り絡む船員であり,44%
が

漁船船員である。

45年度においては,適用範囲が拡大され,総トン数20トン未満10トン以上の農林大臣許可の漁業(さけ・ま
す流網漁業,大中型まき網漁業等),知事許可の漁業(小型さけ・ます流網漁業,中型まき網漁業,小型機船底び
き網漁業)を営む船舶に乗り組む船員が新たに被保険者となつた。 

イ  標準報酬

船員保険も健康保険や厚生年金保険と同様,標準報酬制を採用しているが,標準報酬は,現在1万2,000円から
15万円までの34等級となつている。

45年度における全被保険者の年間平均の標準報酬月額は,6万3,665円で,これを前年度に比較すると,約
18%の上昇である。

ウ  疾病給付

疾病給付費は,第1-5-13図に示すとおり年々増加し,45年度においては,196億7,077万円となつている。

第1-5-13図 船員保険疾病給付費および傷病手当金の推移
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給付費の増加の大きな要因は,医療給付費の増加である。45年度の医療給付費は130億790万円で,被保険
者1人当たり4万8,860円となり,前年度の4万1,196円に比べ約19%の増加である。

医療給付費の増加要因は第1-5-20表にみられるように,主として近年における診療1日当たり金額の大幅な
増加によるものである。

第1-5-20表 船員保険の医療給付の状況

疾病給付費のうち,医療給付費についで多いのは傷病手当金である。45年度における傷病手当金の支給額
は57億8,882万円で疾病給付費の29%を占めており,健康保険など他の医療保険と比較するとかなり大き
なものである。 

エ  失業給付

船員保険は,総合保険であるため,短期給付として疾病給付の外に失業給付もなされているが,失業部門の適
用をうけている被保険者は,45年度末において18万1,212人で,全被保険者の中では69%となつている。
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45年度においては,給付内容の改善として,失業保険の最高日額が45年8月から1,450円が1,860円に引き上
げられた。

失業給付費は45年度は15億4,474万円で前年度に比して,16%増加している。

オ  福祉施設

船員保険においては,各保険給付のほか,被保険者や被扶養者等の福祉を増進するため,各種の福祉事業が行
なわれている。45年度現在,全国の主要港等に病院3,診療所2,保養所58(他にラスパルマスに1),休療所11,
母子寮1が設けられている。このほか,中高年齢者に対する疾病予防検査等の保健事業,せき髄損傷患者に
対する介護料の支給,無線医療センターの運営等が行なわれている。 

カ  保険財政

船員保険特別会計の財政収支は,全体でみるかぎり,長期給付(年金)の原資にあてるための積立金として一
定の財源を予定しているので,決算上赤字となることはないが,各給付部門別に収支をみると疾病部門にお
いては38年度以降赤字を生じ,41年度末現在で累積赤字は24億4,900万円に達した。

このため,疾病部門における当面の財政収支の均衡をはかるため,臨時応急的な措置として,6億円の国庫補
助の導入をはかるとともに,健保特例法により保険料率および一部負担の特例が設けられた。この結果,42
年度においてようやく収支の均衡をみるに至り,45年度においては,単年度で19億3,400万円の黒字を生じ
ることとなつた。
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各論
第1編  国民の健康の確保と増進はどのように行なわれているか
第5章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
5  診療報酬審査支払制度

(1)  社会保険診療報酬支払基金

診療報酬の審査支払制度

保険者は,保険医療機関または保険薬局等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは,「療養担当
規則」に照らして,これを審査し,支払うものとされている。 

ア  社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金は,保険者が診療担当者に対して支払う診療報酬の迅速適正な支払いと診療担
当者が保険者に提出する診療報酬請求書の審査を行なうことを目的として,23年9月に設立された公法人
である。基金は,社会保険医療に関する診療報酬の審査および支払いのほか,社会保障としての医療(生活保
護,結核予防等)に関する診療報酬の審査および支払いをもその業務として取り扱うことができるものとさ
れており,これらの業務は,各保険者等から委託を受け,契約を締結して行なうこととなつている。

近年における基金の取扱業務の状況は,第1-5-21表のとおりである。

第1-5-21表 社会保険診療報酬支払基金業務状況
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イ  国民建康保険団体連合会

国民健康保険の診療報酬の審査支払いは,全国46の都道府県ごとに設立されている国民健康保険団体連合
会が保険者から委託を受けて行なつている。

連合会に対する診療報酬審査支払いの委託状況は第1-5-22表のとおりであり,未委託保険者は年々減少し
ている。44年度に連合会が行なつた審査の件数(受付件数)は1億7,738万件であり,43年度の1億6,829万件
に比べ5.4%の伸びとなつている。

第1-5-22表 国民健康保険診療報酬審査支払委託状況
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